
政府の緊急事態宣言に伴うＣＰＤＳセミナーの中止について 

 

新型コロナウィルスの感染拡大防止のための政府による緊急事態宣言に伴い、

４月特別セミナー（4/8 開催）午後の部・、４月定例セミナー（4/18 開催）・５

月特別セミナー（5/13 開催）・５月石垣セミナー（5/14 開催）・５月宮古セミナ

ー（5/15開催）・５月定例セミナー（5/23開催）は中止となりました。 

 ＯＣＭＦ非会員の方のセミナー受講料につきましては、原則として再開後の

セミナー受講料として充当させて頂きますが、返金を御希望の方はＮＰＯ法人

グリーンアース事務局まで振込口座番号・口座名を御連絡ください。 


